
職員給与規程  

 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年７月１５日変更 

平成２７年９月２日変更 

平成２８年３月２３日変更 

平成２９年２月１５日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年５月１２日変更 

平成３０年２月７日変更 

２０１９年１月２４日変更 

２０２０年１月２２日変更 

２０２１年２月１７日変更 

         ２０２１年１１月４日変更 

 ２０２２年４月２７日変更 

２０２２年１２月２１日変更 

２０２３年１月２５日変更 

２０２３年１２月２０日変更 

２０２４年２月１日変更 

２０２４年３月１日変更 

２０２５年２月１日変更 

２０２５年３月２７日変更 

 

（目的） 

第１条 この規程は、就業規則第３６条の規定に基づき、職員給与の支給に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（給与の区分） 

第２条 職員の給与の種類は次の通りとする。 

 本給、地域手当、扶養手当、住宅手当、特別在京手当、通勤手当、超過勤務手当、深夜勤務手

当、夜勤手当、特別勤務手当、当直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当 

 

（給与の支給日等） 

第３条 職員の給与（通勤手当、期末手当及び勤勉手当を除く。以下次項において同じ。）の支

給日は、毎月２０日とする。ただし、支給日が就業規則第１９条に規定する休日に当たるとき

は、その直前の休日でない日に繰り上げて支給する。 

２ 前項の支給日に支給する給与は、当月分の本給、地域手当、扶養手当、住宅手当、特別在京

手当及び管理職手当並びに前月分の超過勤務手当、深夜勤務手当、夜勤手当、特別勤務手当、

当直手当とする。 

３ 月の途中で採用され、退職し、休職し、若しくは復職した場合は、当該計算期間の所定労働



日数を基準に日割り計算して支給する。 

４ 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うこととする。ただし、法令等に基づき

職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その

金額を控除して支払うものとする。 

５ 職員が希望した場合には、職員の指定する本人名義の口座に振り込むことによって給与を

支払うことができる。 

 

（本給の決定） 

第４条 本給の決定は、その職務の重要度、困難度及び責任度を考慮して、別表１及び別表２の

本給表により定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、参事・スペシャリスト・主任については、業務の内容、職歴

に応じて個別に決定することができる。 

 

（初任俸給） 

第５条 新たに採用する者の初任俸給は、２級１号俸を大学卒業者の基準とし、学歴、職歴及び

能力等を総合的に勘案して決定する。 

 

（職務の等級） 

第６条 職務の等級については、職務の重要度、困難度及び責任度を考慮して、以下の通りとす

る。 

 職務の区分 等級 

１ 部長  ９級 

２ 所長、室長、担当部長 ７級～９級 

３ 副部長、副所長、副室長、当直長、マネージャー ６級～８級 

４ 副マネージャー、副当直長 ５級～６級 

５ 一般職員 １級～５級 

  ※参事・スペシャリスト・主任の等級は、能力・経験等を考慮し個別に決定するものとする。 

 

（昇給） 

第７条 昇給は、毎年４月１日に同日前一年間における職員各人の業績評価及び能力評価（以下

「勤務評価」という。）に基づいて、行うものとする。 

２ 昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。 

３ ５５歳を超える職員については、第１項に定める期間の勤務評価が特に良好である場合を

除き、昇給は行わないものとする。 

 

（昇格） 

第８条 昇格は、毎年４月１日に同日前二年間におけるその者の業績評価及び能力評価に基づ

いて行うものとする。 

２ 昇格する職員は、１級上位の級に昇格するものとし、その場合におけるその者の本給月額は、

第４条に定める本給表による。 



 

（給与の減額） 

第９条 職員が勤務しない日があるときは、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない日に

つき、本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を当該月における所定労働日で除し

て得た額を減額して支給する。 

２ 職員が勤務しない時間があるときは、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない時間に

つき、第１６条第３項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

（地域手当） 

第１０条 地域手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得

た額とする。 

 

（扶養手当） 

第１１条 扶養手当は、職員のうち扶養親族を有する者に支給する。 

２ 扶養親族の範囲は、次の各号に掲げる親族であって、他に生計の途がなく、主としてその職

員の扶養を受けている者とする。 

 一 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

 二 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

 三 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

 四 満６０歳以上の父母及び祖父母 

 五 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

 六 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、職務の級、前項各号の扶養親族及び適用年度ごとに別表５に定める額と

する。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日以後の最初の４月１日から満２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合におけ

る扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にある当該扶養親族

たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

 

（住宅手当） 

第１２条 住宅手当は、自ら居住するために住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額１６，００

０円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（国等からの出向者等で

あって、国等から貸与された宿舎に居住している職員及び父母又は配偶者の父母が居住してい

る住居の一部を借り受けてこれに居住している職員を除く。）に支給する。 

２ 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）に相当する額とする。 

 一 月額２７，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１６，０００円を控

除した額 

 二 月額２７，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から２７，０００円を



控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が１７，０００円を超えるときは１７，

０００円）を１１，０００円に加算した額 

三 緊急災害対応業務に係る研修等を受講し、かつ、所属長及び対応組織の統括を担う総務部

長が認めた職員が当機関（豊洲事務所）から徒歩１時間圏内（徒歩距離４キロメートル以内）

に住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には、職員家賃の月額を上限とし、前号の額に

２８，０００円を加算した額 

四 理事長が特に必要と認める場合は、第一号及び第二号の規程による額を増額することがで

きる。 

 

（特別在京手当） 

第１３条 職員が当機関にて勤務するに当たり、入関前に家族と同居していた現に存在する自

宅とは別の当機関近郊の住宅に転居する場合で、理事長が特に必要と認める場合は、その新旧

居住地間の距離に応じ、特別在京手当を支給することができる。 

 

（通勤手当） 

第１４条 通勤のため交通機関を利用する職員（交通機関を利用しないで徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である職員を除く。）には、時間、距離

及び運賃等の実情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路により算出される金

額を通勤手当として支給する。ただし、１ヶ月当たり１５０，０００円を限度とする。 

２ 交通機関を利用する者の通勤手当の額は、次の各号により算出した通勤に要する運賃等に

相当する額とする。 

一 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る最長通用期間

（６ヶ月を限度とする）の定期券の額を利用する者の通勤手当の額は、次の各号により算出

した通勤に要する運賃等に相当する額とする 

 二 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間にかかる１ヶ月の

通用期間につき通勤２１日分の運賃等の額で最も低廉となるものとし、６ヶ月分をまとめ

て支給する 

３ 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の本給の支給日に支給する。ただし、支給日まで

に次条第１項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給すること

ができないときは、支給日後に支給することができる。 

４ 通勤手当の支給は、その支給の要件に該当することとなった日の属する月の翌月（その日が

月の初日である時は、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給されている職員が休職

し、退職し、又は育児休業若しくは介護休業をした職員の通勤手当の支給要件を欠くに至った

ときは、その事由が生じた日の属する月（これらの日が月の初日である時は、その日の属する

月の前月）をもって終了する。 

５ 前項の規定にかかわらず、月の中途において採用又は復職した職員への通勤手当の支給に

ついては、その月の通勤を要する日数分の往復の運賃等又は１ヶ月分の通勤手当のいずれか

低い額を支給することとする。 

６ 通勤手当は、その支給を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合

においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日である時は、その日の



属する月）から支給額を改定する。 

７ 通勤手当の支給要件を欠くに至ったとき又は通勤手当の額を変更すべき事実が生じるに至

ったときは、その払戻金相当額又はその差額を返納又は支給することとする。 

 

（扶養手当等の支給手続き） 

第１５条 新たに扶養手当、住宅手当若しくは通勤手当（以下「扶養手当等」という。）の支給

を受けようとする職員又は扶養手当等の月額に変更を及ぼす事情の変更があった職員は、遅滞

なくその旨を理事長に届け出なければならない。 

２ 扶養手当等（通勤手当を除く。）の支給は、その支給の要件に該当することとなった日の属

する月の翌月（その日が月の初日である時は、その日の属する月）から支給を開始し、その要

件に該当しないこととなった日の属する月（その日が月の初日である時は、その日の属する月

の前月）をもって終了する。 

３ 前項の規定にかかわらず、職員が扶養手当等の支給の要件に該当することとなった日から

１５日を経過した後に第１項の規定による届出をしたときは、その届出をした日の属する月

の翌月から支給を開始する。 

４ 第２項の規定は扶養手当等（通勤手当を除く。）の月額を変更する場合に、前項の規定は住

居手当等の月額を増額する場合に準用する。 

 

（超過勤務手当） 

第１６条 就業規則第１６条及び第１７条に定める勤務を超えて勤務した時間又は同規則第１

９条及び第２０条に定める休日に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第３項に規定

する勤務１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号

に定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合

に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

一 休日以外の日における所定の労働時間を超える勤務 １００分の１２５ 

二 休日における勤務 １００分の１３５（休日に勤務することを命ぜられた職員に対して休

日の振替を行った場合は除く。） 

２ 所定の勤務時間を超えて又は休日に勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えて勤

務した時間及び休日の勤務時間の合計が１ヶ月について６０時間を超えた職員には、その６

０時間を超えて勤務した全時間に対して、前項各号の規定にかかわらず、勤務時間１時間につ

き、次項に定める勤務１時間当たりの給与の額の１００分の１５０（その勤務が午後１０時か

ら翌日午前５時までの場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を超過勤務手当と

して支給する。 

３ 勤務１時間当たりの給与の額は、本給、これに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計

額に１２を乗じ、その額を就業規則第１６条第２号に定める勤務時間から同条第３号に定め

る休憩時間を差し引いた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額とする。 

４ 超過勤務手当は、第４条別表２の適用を受ける職員には支給しない。 

 

（深夜勤務手当） 

第１７条 第４条別表２の適用を受ける職員が、業務運営の必要により午後１０時から翌日午



前５時までの間に勤務した時間に対して、勤務１時間につき、前条第３項に規定する勤務１時

間当たりの給与額の１００分の２５を深夜勤務手当として支給する。 

 

（夜勤手当） 

第１８条 所定の労働時間として午後１０時から翌日午前５時までの間に勤務することを命ぜ

られた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第１６条第３項に規定す

る勤務１時間当たりの給与額の１００分の２５を夜勤手当として支給する。 

 

（特別勤務手当） 

第１９条 第４条別表２の適用を受ける職員が、業務運営上の必要により休日に勤務した場合、

当該職員には、勤務１回につき次の各号に定める金額を特別勤務手当として支給する。 

 一 第４条別表２において９級の適用を受ける職員 １２，０００円 

 二 第４条別表２において８級の適用を受ける職員 １０，０００円 

 三 第４条別表２において７級の適用を受ける職員  ８，５００円 

 四 第４条別表２において６級の適用を受ける職員  ７，０００円 

２ 特別勤務手当は、１回の勤務時間が６時間を超える場合に支給する。 

 

（当直手当） 

第２０条 当直手当は、平日は１回につき１０，０００円，休日は１回につき２０，０００円を

支給する。 

 

（管理職手当） 

第２１条 管理職手当は、第４条別表２の適用を受け、かつ第６条に記載された職務の区分に任

じられた者を対象とし、別表６に定める額を支給する。 

 

 

（期末手当） 

第２２条 期末手当は、６月３０日及び１２月１０日に支給する。ただし、支給日が休日に当た

るときは、その直前の休日でない日に繰り上げて支給する。 

２ 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員

に対して支給する。これらの基準日前１ヶ月以内に退職又解雇（懲戒解雇は除く。）した職員

についても同様とする。なお、基準日に在職する職員のうち、次の各号の一に該当する職員に

は期末手当は支給しない。 

 一 無給休職者 

 二 育児休業者（就業規則第３４条の規定に該当する職員をいう。） 

  ただし、基準日以前６ヶ月以内の期間において勤務した時間がある職員には、当該基準日に

係る期末手当を支給する。 

３ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退職又は解雇（懲戒解雇は

除く。）にあっては、退職又は解雇した日。）において職員が受けるべき本給月額及び扶養手当

の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、６月支給分



については１００分の１２０、１２月支給分については１００分の１２０を乗じて得た額に、

基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

 一 ６ヶ月 １００分の１００ 

 二 ５ヶ月以上６ヶ月未満 １００分の８０ 

 三 ３ヶ月以上５ヶ月未満 １００分の６０ 

 四 ３ヶ月未満 １００分の３０ 

４  国等の職員がこの規程の適用を受ける職員となった場合において、この者に対して期末手

当を支給するときは、期末手当の額の算定に当たって、国等の職員として在職した期間を本機

関の職員として在職した期間とみなす。ただし、期末手当の対象となる期間に関し、国等から

期末手当その他これに類する手当の支給を受けている場合はこの限りでない。 

５ 期末手当は、第４条別表２の適用を受ける職員には支給しない。 

 

（育児休業等の期末手当に係る在職期間の算定） 

第２３条 育児休業をしている職員として在職した期間についての、期末手当に係る在職期間

の算定については、当該育児休業をした期間の２分の１を除算する。 

２ 職員が育児・介護休業に関する規程（以下「育児介護休業規程」という。）第２０条第１項

第１号に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間についての、期末手当に係る在職

期間の算定については、当該育児短時間勤務をした機関から当該育児短時間勤務をした期間

に算出率（当該職員１週間当たりの勤務時間を３８時間２０分で除して得た数）を乗じて得た

期間を控除して得た期間の２分の１を除算する。 

 

（勤勉手当） 

第２４条 勤勉手当は、６月３０日及び１２月１０日に支給する。ただし、支給日が休日に当た

るときは、その直前の休日でない日に繰り上げて支給する。 

２ 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員

に対して次項各号に掲げる区分に応じて支給する。これらの基準日前１ヶ月以内に退職又は

解雇（懲戒解雇は除く。）した職員についても同様とする。ただし、第２２条第２項各号の一

に該当する場合は、勤勉手当は支給しない。 

３ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退職又は解雇（懲戒解雇は

除く。）にあっては、退職又は解雇した日。）において職員が受けるべき本給月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を勤勉手当基礎額として、別表３に定める期間率及び次の各号

に掲げる成績率を乗じて得た額を支給する（第４条別表２の適用を受ける職員については、別

表４に定める額に期間率を乗じて得た額を支給する）。この場合において、支給する勤勉手当

の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０５（第

４条別表２の適用を受ける職員を除く。）を乗じて得た額の総額を超えない範囲とする。 

 一 直近の評定（基準日以前における直近の能力評価及び業績評価をいう。以下同じ。）が特

に優秀である職員 １００分の１２４以上１００分の３１５以下 

二 直近の評定が優秀である職員 １００分の１１２．５以上１００分の１２４未満 



三 直近の評定が良好である職員 １００分の１０１ 

四 直近の評定が良好でない職員 １００分の９２．５以下 

４  第２２条第４項の規定は、勤勉手当について準用する。 

 

（育児休業等の勤勉手当に係る在職期間の算定） 

第２５条 育児休業をしている職員として在職した期間についての、勤勉手当に係る在職期間

の算定については、当該育児休業をした期間を除算する。 

２ 職員が育児介護休業規程第２０条第１項第１号に規定する育児短時間勤務職員として在職

した期間についての、勤勉手当に係る在職期間の算定については、当該育児短時間勤務をした

期間から当該育児短時間勤務をした期間に算出率（当該職員の１週間当たりの勤務時間を３

８時間２０分で除して得た数）を乗じて得た期間を控除して得た期間を除算する。 

 

（端数の処理） 

第２６条 この規程により計算した金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを１円に切り

上げるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附則(平成２７年７月１５日) 

この規程は、平成２７年７月１５日から施行し、平成２７年７月１日に遡って適用する。 

 

附則(平成２７年９月２日) 

この規程は、平成２７年９月２日から施行し、平成２７年７月１日に遡って適用する。 

 

附則(平成２８年３月２３日) 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２８年３月２３日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（本給の切替えに関する経過措置） 

第２条 本機関は、第４条別表１により定まる本給の額がこの規程の施行の日（以下「切替日」

という。）の前日（同日までに退職又は出向契約が終了した職員については退職日又は出向契

約の終了日とする。）に受給していた本給の額(以下「切替前支給額」という。)に達しない職

員がいる場合にあっては、当該職員に対し、平成３０年３月３１日までの間、その差額に相当

する額を本給（以下「調整給」という。）として支給する。 

２ 前項にかかわらず、勤務評価又は懲戒により、切替日後に職務の級又は号俸の引下げがなさ

れた場合の調整給の額は、切替日における第４条別表１により定まる本給の額と切替前支給

額との差額に相当する額を限度とする。 

（地域手当に関する特例） 

第３条 平成２７年度中に支給する地域手当に関する第１０条の規定の適用については、同条

中「１００分の２０」とあるのを「１００分の１８.５」と読み替えて適用する。 



（勤勉手当に関する特例） 

第４条 平成２７年６月に支給する勤勉手当に関する第２１条第３項の規定については、以下

のとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の８０」とあるのを「１００分の７５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の９９以上１００分の１６０以下」とあるのを「１００分の９３以上

１００分の１５０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の８８以上１００分の９９未満」とあるのを「１００分の８２.５以

上１００分の９３未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の７７」とあるのを「１００分の７２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の７７未満」とあるのを「１００分の７２未満」と読み替える。 

２ 平成２７年１２月に支給する勤勉手当に関する第２１条第３項の規定については、以下の

とおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の８０」とあるのを「１００分の８５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の９９以上１００分の１６０以下」とあるのを「１００分の１０６以

上１００分の１７０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の８８以上１００分の９９未満」とあるのを「１００分の９４以上１

００分の１０６未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の７７」とあるのを「１００分の８２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の７７未満」とあるのを「１００分の８２未満」と読み替える。 

 

附則(平成２９年２月１５日) 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年２月１５日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第２条 平成２８年６月に支給する勤勉手当に関する第２１条第３項の規定については、以下

のとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の８５」とあるのを「１００分の８０」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１０５以上１００分の１７０以下」とあるのを「１００分の９９以

上１００分の１６０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の９３．５以上１００分の１０５未満」とあるのを「１００分の８８

以上１００分９９未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の８２」とあるのを「１００分の７７」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８２未満」とあるのを「１００分の７７未満」と読み替える。 

２ 平成２８年１２月に支給する勤勉手当に関する第２１条第３項の規定については、以下の

とおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の８５」とあるのを「１００分の９０」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１０５以上１００分の１７０以下」とあるのを「１００分の１１２

以上１００分の１８０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の９３．５以上１００分の１０５未満」とあるのを「１００分の９９．

５以上１００分の１１２未満」と読み替える。 



四 第３号 「１００分の８２」とあるのを「１００分の８７」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８２未満」とあるのを「１００分の８７未満」と読み替える。 

 

附則(平成２９年３月２９日) 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。ただ

し、扶養手当に関する第１１条の規定については、平成２９年４月１７日から施行し、平成２

９年４月１日から適用する。 

 

附則(平成２９年５月１２日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年５月１２日から施行する。 

 

附則（平成３０年２月７日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成３０年２月７日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第２条 平成２９年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の

各号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９０」とあるのは「１００分の８５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１０以上１００分の１８０以下」とあるのは「１００分の１０５

以上１００分の１７０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の９８．５以上１００分の１１０未満」とあるのは「１００分の９３．

５以上１００分１０５未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の８７」とあるのは「１００分の８２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８７未満」とあるのは「１００分の８２未満」と読み替える。 

２ 平成２９年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９０」とあるのは「１００分の９５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１０以上１００分の１８０以下」とあるのは「１００分の１１５

以上１００分の１９０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の９８．５以上１００分の１１０未満」とあるのは「１００分の１０

３．５以上１００分１１５未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の８７」とあるのは「１００分の９２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８７未満」とあるのは「１００分の９２未満」と読み替える。 

 

附則（２０１９年１月２４日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０１９年１月２４日から施行し、２０１８年４月１日から適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 



第２条 ２０１８年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の

各号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の９０」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１２．５以上１００分の１８５以下」とあるのは「１００分の１

１０以上１００分の１８０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０１以上１００分の１１２．５未満」とあるのは「１００分の９

８．５以上１００分１１０未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の８９．５」とあるのは「１００分の８７」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８９．５未満」とあるのは「１００分の８７未満」と読み替える。 

２ ２０１８年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の９５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１２．５以上１００分の１８５以下」とあるのは「１００分の１

１５以上１００分の１９０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０１以上１００分の１１２．５未満」とあるのは「１００分の１

０３．５以上１００分１１５未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の８９．５」とあるのは「１００分の９２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８９．５未満」とあるのは「１００分の９２未満」と読み替える。 

 

附則（２０２０年１月２２日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２０年１月２２日から施行し、２０１９年４月１日から適用する。た

だし、住宅手当に関する第１２条の規定は２０２０年４月１日より施行する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第２条 ２０１９年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の

各号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９５」とあるのは「１００分の９２．５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１５以上１００分の１９０以下」とあるのは「１００分の１１２．

５以上１００分の１８５以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０３．５以上１００分の１１５未満」とあるのは「１００分の１

０１以上１００分１１２．５未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の９２」とあるのは「１００分の８９．５」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の９２未満」とあるのは「１００分の８９．５未満」と読み替える。 

２ ２０１９年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の９５」とあるのは「１００分の９７．５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１５以上１００分の１９０以下」とあるのは「１００分の１１７．

５以上１００分の１９５以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０３．５以上１００分の１１５未満」とあるのは「１００分の１

０６以上１００分１１７．５未満」と読み替える。 



四 第３号 「１００分の９２」とあるのは「１００分の９４．５」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の９２未満」とあるのは「１００分の９４．５未満」と読み替える。 

 

附則（２０２１年２月１７日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２１年２月１７日から施行し、２０２０年４月１日から適用する。 

（期末手当に関する特例） 

第２条 ２０２０年６月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１３０」と読み替えて適用する。 

２ ２０２０年１２月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１２５」と読み替えて適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第３条 ２０２０年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、第４

号「１００分の８３．５以下」とあるのは「１００分の９２未満」と読み替えて適用する。 

 

附則（２０２１年１１月４日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２１年１１月４日から施行する。 

 

附則（２０２２年４月２７日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２２年４月２７日から施行し、２０２１年４月１日から適用する。 

（期末手当に関する特例） 

第２条 ２０２１年６月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１２７．５」と読み替えて適用する。 

２ ２０２１年１２月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１１２．５」と読み替えて適用する。 

 

附則（２０２２年１２月２１日） 

（施行期日） 

第 1 条 この規程は、２０２３年４月１日から適用する。 

 

附則（２０２３年１月２５日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２３年１月２５日から施行し、２０２２年４月１日から適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第２条 ２０２２年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の

各号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の１００」とあるのは「１００分の９５」と読み替える。 



二 第１号 「１００分の１１９以上１００分の２００以下」とあるのは「１００分の１１

５以上１００分の１９０以下 」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０７．５以上１００分の１１９未満」とあるのは「１００分の

１０３．５以上１００分の１１５未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の９６」とあるのは「１００分の９２」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８７．５以下」とあるのは「１００分の８３．５以下」と読み替え

る。 

２ ２０２２年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の１００」とあるのは「１００分の１０５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１１９以上１００分の２００以下」とあるのは「１００分の１２４

以上１００分の２１０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１０７．５以上１００分の１１９未満」とあるのは「１００分の１

１２．５以上１００分１２４未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の９６」とあるのは「１００分の１０１」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の８７．５以下」とあるのは「１００分の９２．５以下」と読み替え

る。 

 

附則（２０２３年１２月２０日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２３年１２月２０日から施行する。 

 

附則（２０２４年２月１日） 

（施行期日） 

第１条  この規程は、２０２４年２月１日から施行し、２０２３年４月１日から適用する。 

 

（勤勉手当に関する特例） 

第２条 ２０２３年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の 

各号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 

一 柱書 「１００分の１０２．５」とあるのは「１００分の１００」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１２１．５以上１００分の２０５以下」とあるのは「１００分の

１１９以上１００分の２００以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１１０以上１００分の１２１．５未満」とあるのは「１００分の

１０７．５以上１００分の１１９未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の９８．５」とあるのは「１００分の９６」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の９０以下」とあるのは「１００分の８７．５以下」と読み替え

る。 

 

２ ２０２３年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。 



一 柱書 「１００分の１０２．５」とあるのは「１００分の１０５」と読み替える。 

二 第１号 「１００分の１２１．５以上１００分の２０５以下」とあるのは「１００分の

１２４以上１００分の２１０以下」と読み替える。 

三 第２号 「１００分の１１０以上１００分の１２１．５未満」とあるのは「１００分の

１１２．５以上１００分の１２４未満」と読み替える。 

四 第３号 「１００分の９８．５」とあるのは「１００分の１０１」と読み替える。 

五 第４号 「１００分の９０以下」とあるのは「１００分の９２．５以下」と読み替え

る。 

 

附則（２０２５年２月５日）  

（施行期日）  

第１条 この規程は、２０２５年２月５日から施行し、２０２４年４月１日に遡って適用する。  

 

（勤勉手当に関する特例）  

第２条 ２０２４年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各

号に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。  

一 柱書 「１００分の１０５」とあるのは「１００分の１０２．５」と読み替える。  

二 第１号 「１００分の１２４以上１００分の３１５以下」とあるのは「１００分の１２１．

５以上１００分の２０５以下」と読み替える。  

三 第２号 「１００分の１１２．５以上１００分の１２４未満」とあるのは「１００分の１１

０以上１００分の１２１．５未満」と読み替える。  

四 第３号 「１００分の１０１」とあるのは「１００分の９８．５」と読み替える。  

五 第４号 「１００分の９２．５以下」とあるのは「１００分の９０以下」と読み替える。  

 

２ ２０２４年１２月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の規定については、次の各号

に掲げるとおり、それぞれ読み替えて適用する。  

一 柱書 「１００分の１０５」とあるのは「１００分の１０７．５」と読み替える。  

二 第１号 「１００分の１２４以上１００分の３１５以下」とあるのは「１００分の１２６．

５以上１００分の２１５以下」と読み替える。  

三 第２号 「１００分の１１２．５以上１００分の１２４未満」とあるのは「１００分の１１

５以上１００分の１２６．５未満」と読み替える。  

四 第３号 「１００分の１０１」とあるのは「１００分の１０３．５」と読み替える。  

五 第４号 「１００分の９２．５以下」とあるのは「１００分の９５以下」と読み替える。  

 

附則（２０２５年３月２７日）  

（施行期日）  

第１条 この規程は、２０２５年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

別表 1 

本給表（一） 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号俸 本給 本給 本給 本給 本給 

1 183,500円 230,000円 261,300円 287,300円 309,800円 

2 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 

3 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 

4 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 

5 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 

6 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 

7 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 

8 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 

9 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 

10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 

11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 

12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 

13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 

14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 

15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 

16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 

17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 

18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 

19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 

20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 

21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 

22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 

23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 

24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 

25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 

26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 

27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 

28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 

29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 

30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 

31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 

32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 

33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 



34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 

35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 

36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 

37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 

38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 

39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 

40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 

41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 

42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 

43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 

44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 

45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 

46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 

47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 

48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 

※この表は、別表 2の適用者以外の職員に適用する。 

 

別表 2 

本給表（二） 

職務の級 資格給 
査定給 

特に優秀 優秀 良好 良好でない 

６級 300,000円 90,500円 80,500円 70,500円 60,500円 

７級 330,000  116,500 101,500 86,500 71,500 

８級 360,000  157,100 137,100 117,100 97,100 

９級 400,000  187,300 157,300 127,300 97,300 

※この表の適用者の本給月額は、資格給と査定給の合計で構成される。 

 査定給については、業績評価及び能力評価に基づき 4段階の中から決定。 
 

別表 3 

勤勉手当の期間率 

勤務期間 割合 

6ヶ月 100分の 100 

5ヶ月 15日以上 6ヶ月未満 100分の 95 

5ヶ月以上 5ヶ月 15日未満 100分の 90 

4ヶ月 15日以上 5ヶ月未満 100分の 80 

4ヶ月以上 4ヶ月 15日未満 100分の 70 

3ヶ月 15日以上 4ヶ月未満 100分の 60 

3ヶ月以上 3ヶ月 15日未満 100分の 50 

2ヶ月 15日以上 3ヶ月未満 100分の 40 



2ヶ月以上 2ヶ月 15日未満 100分の 30 

1ヶ月 15日以上 2ヶ月未満 100分の 20 

1ヶ月以上 1ヶ月 15日未満 100分の 15 

15日以上 1ヶ月未満 100分の 10 

15日未満 100分の 5 

0日 0 

 

別表 4  

職務の級 
勤勉手当 

特に優秀 優秀 良好 良好でない 

6級 1,514千円 1,401千円 1,283千円 1,167千円 

7級 1,866 1,690 1,514 1,344 

8級 2,331 2,098 1,866 1,633 

9級 2,914 2,620 2,331 2,042 

※この表の適用者の勤勉手当は、業績評価及び能力評価に基づき 4段階の中から決定。 

 

別表 5 

 

別表６ 

等級 管理職手当 

９級 72,700円 

８級 62,300円 

７級 49,600円 

６級 33,200円 

 

扶養親族 

(第 11条第 2項) 
職務の級 

適用年度(4月～翌年 3月) 

2017年度 2018年度 2019年度 
2020～2024

年度 

2025年度 2026年度 

第 1号 

6級以下 10,000円 6,500円 6,500円 6,500円 3,000円 支給しない 

7級 10,000円 6,500円 3,500円 3,500円 支給しない 支給しない 

8級以上 10,000円 6,500円 3,500円 支給しない 支給しない 支給しない 

第 2号 1級～9級 8,000円 10,000円 10,000円 10,000円 11,500円 13,000円 

第 3号～第 6号 

6級以下 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 

7級 6,500円 6,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 

8級以上 6,500円 6,500円 3,500円 支給しない 支給しない 支給しない 


